
和歌山県介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金交付要綱 


（趣旨）
[bookmark: _Hlk223356243]第１　和歌山県知事（以下「知事」という。）は、物価上昇といった厳しい経営環境の中でも和歌山県内に所在する介護施設等（令和７年度介護施設等に対するサービス継続支援事業実施要綱（令和７年１２月２２日付け老発１２２２第２号厚生労働省老健局長通知別紙２。以下「実施要綱」という。）別添２に定める介護施設等。以下「介護施設等」という。）に対し、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための緊急的な支援として、介護施設等に対して食料品の購入に必要な経費等を、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、実施要綱及び和歌山県補助金等交付規則（昭和６２年和歌山県規則第２８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
（事務局の設置）
第２　知事は、第１の目的を達成するため、補助金に係る事務局（以下「事務局」という。）を設置し、交付に必要な事務を事務局が行う。
（補助対象事業）
第３　この補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱に定める介護施設等に対するサービス継続支援事業とする。
　（補助対象者）
第４　この補助金の交付の対象者は、別添に掲げる和歌山県内に所在する介護施設等を運営する者とする。
　（補助金の交付要件）
第５　この補助金の交付の対象者は以下の要件を満たすものとする。
（１）　この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく県及び国の負担又は補助を受けていないこと。
（２）　補助金交付後も、事業継続の意思があること。
　（交付申請）
第６　補助金の交付を受けようとする者は、和歌山県介護施設等に対するサービス継続支援事業に係る交付申請書（別記様式第１号）（以下「申請書」という。）に申請書に記載する関係書類を添え、誓約書（別記様式第２号）と併せて提出するものとする。また、申請は１施設当たり１回限りとする。
（補助額の算定方法）
第７　この補助金の補助額の算定方法は、別添に定めるとおりとする。
（交付決定）
第８　知事は、申請書の提出があったときは、当該計画書を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第５条及び第７条の規定に基づき補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）を行い、通知するものとする。ただし、当該通知は、県の交付決定に基づく事務局からの通知に代えることができる。
（交付の条件）
第９　規則第６条の規定により補助金の交付に際し付する条件は、次に掲げるとおりとする。
（１）　補助事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）し、中止し、又は廃止する場合は、
あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
（２）　事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告をしてその指示を受けなければならない。
（３）　補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につい
て証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の
中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後
５年間保管しておかなければならない。
（変更交付申請）
第１０　補助対象者は、第９（１）により申請の内容を変更する場合には、和歌山県介護施設等に対するサービス継続支援事業に係る変更交付申請書（別記様式第３号）（以下「変更申請書」という。）に変更申請書に記載する関係書類を添えて速やかに提出するものとする。
　（補助金の支払い）
第１１　知事は、第８に定める交付決定後、概算払により速やかに補助事業者に支払うこととする。
　（実績報告）
第１２　規則第１３条に規定する実績報告書の提出は、規則第２２条の規定に基づき省略することとし、次の書類を別に定める期日までに知事に提出しなければならない。
（１）　和歌山県介護施設等に対するサービス継続支援事業に係る事業実績報告書（別記様式第４号）
（２）　その他知事が必要と認める書類
（補助金の額の確定）
第１３　知事は、実績報告書の提出を受けた場合においては、その内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。ただし、当該通知は、県の額の確定に基づく事務局からの通知に代えることができる。
（補助金等交付請求書）
第１４　規則第１６条の規定による補助金等交付請求書は、規則第２２条の規定により省
略する。
（補助金の返還）
第１５　知事は、補助対象者が次のいずれかに該当する場合、既に交付された補助金の一部または全部を返還させるものとする。
（１）　第５に定める交付要件を満たさない場合
（２）　虚偽又は不正の手段により補助金を受けた場合


　（その他）
第１６　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定めるものとする。

附　則
この要綱は、令和８年３月３１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和８年４月２７日から施行する。
































別添
	[bookmark: _Hlk227173138][bookmark: _Hlk227172819]基準単価（単位：千円、1定員当たり）

	助成対象施設

施設等の種別（※1）
	介護サービスを継続して提供できるよう、食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための食料品等の購入費用を支出した施設等

	1
	介護老人福祉施設
	18千円　/　定員

	2
	介護老人保健施設
	18千円　/　定員

	3
	介護医療院
	18千円　/　定員

	4
	地域密着型介護老人福祉施設
	18千円　/　定員

	5
	短期入所生活介護
	18千円　/　定員

	6
	養護老人ホーム
	18千円　/　定員

	7
	軽費老人ホーム
	18千円　/　定員

	

対象経費


	
食材料費等（食料品の購入に必要な費用及び食事の提供に係る委託料）
※消費税及び地方消費税の額は含めないものとする。



	

補助対象期間


	
令和７年１２月１６日から令和８年３月３１日までとする。

	

助成額
	・施設ごとに、基準単価と対象経費の実支出額と
を比較して少ない方の額を助成額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
・１施設当たり１回まで助成することができる。

	※１　原則、令和７年１２月１６日時点の定員数とする。ただし、令和７年１２月１７日以降に運営を開始した施設については、指定を受けた時点の定員数とする。
※２　介護施設等について、助成の申請時点で指定等を受けているものであり、休業中の事業者については、事業再開後は助成対象とすることも差し支えない。



